
北海道の地デジ普及促進アクションプランの進捗と見通し

平成２２年１２月２０日

全施設
対応完了

［H23/7］

［H23/7］

全施設
対応完了

Ⅰ 受信環境の整備

１ 辺地共聴施設（自主共聴）のデジタル化

２ 辺地共聴（ＮＨＫ共聴）のデジタル化

３ 受信障害対策共聴施設のデジタル化（国、地公体管理施設は５に記述）

改修率99.5%（推定）
(約11.0万施設/約11.1万施設)

［H22/11末］

全施設
対応完了

［H23/7］

・ 対象施設の把握を継続実施及び施設所有者、施設管理組合への改修働きかけ
・ 自治体広報等による周知
・ アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知
・ テレビ等周知からの問い合わせ要望による地デジサポーターの地デジ相談

公共施設
集合住宅 (11,490施設/12,936施設)改修率89%
その他施設 (108団体/180団体)改修率60%

［H22/11末］ ［H22/11末］

・ 「アクションプラン２００８」（※）から年内改修完了となるが一部１２月中継局

開局後の改修及び予算事情による未完了が残る

・ 予算事情により未完了の施設については、改修時期の把握、かつ早期の

改修を要請、遅くてもH23年6月末まで全て対応完了予定

※ 「地上デジタル放送への完全移行のためのアクションプラン２００８」（H20/7/10 デジタル放送への完全移行のための関係省庁連絡会議決定）

全施設
対応完了

［H22/12末］

４ 集合住宅共聴施設のデジタル化（国、地公体管理のものは５に記述）

５ 公共施設（国、地公体管理の建物及び受信障害共聴施設）のデジタル化

地デジ受信可能
世帯普及率 87.7%

［H22/9末］ ［H22/12末］ ［H23/4］

Ⅲ 地上デジタル放送受信機の普及

１ 「悪質商法」への対策

３ 経済弱者への地デジ受信機購入等の支援

地デジ受信可能
世帯普及率 95%超

地デジ受信可能
世帯普及率 90%超

Ⅳ 視聴者保護

・ 平成２２年度では、９月までに全国で８件発生、道内は発生事例なし
・ 関係機関と協力した高齢者等への注意喚起、周知活動の継続
・ 緊急時の迅速な周知のための体制強化の継続
・ 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施

２ 高齢者への支援

・ 各市町村、関係機関広報誌等による周知の強化
・ アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知
・ 高齢者世帯等、個別支援を要する世帯への地デジサポーターによる戸別訪問
・ 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施

・ ＮＨＫ、市町村と連携した幅広い周知広報
・ アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ
番組による周知

・ 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施
・ チューナー支援実施センターによる設置希望者への確実な工事の実施

・ あらゆる情報メディア（ＴＶ、ラジオ、ＣＡＴＶ、広報誌等）を活用した周知広報の継続
・ アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組のソフト
テスト実施による周知

・ 地デジボランティア及び地域民生委員による「声掛け活動」の実施

６ ケーブルテレビのデジタル化

対象希望世帯への支援実施率 約64%
(約49,000世帯 / 約76,000世帯)

［H22/11末］ ［H23 受付開始予定］ ［H23/7］

申込世帯への
支援完了

市町村民税非課税世帯
への支援対象拡大

(全国で未対応世帯156万世帯想定)

◎「ＮＨＫ受信料全額免除世帯」を対象

①生活保護などの公的扶助受給世帯

②住民税非課税の障がい者世帯

③社会福祉事業施設入所者

平成２２年１２月２４日に全ての中継局完成

［H22/12末］

［H23/7］

・ 対策計画策定世帯の早期対策の実施支援
・ ホワイトリスト確定世帯のＢＳ等による暫定的難視対策支援

（H27までかけて地上系放送による対策を検討）

・ デジタル難視世帯数の最小化
・ アナログ放送終了時までの対策困難世帯
のＢＳ等による暫定的難視対策完了

Ⅱ 送信環境の整備

１ デジタル放送局（中継局）の整備

２ 新たな難視地域の対策

３ デジタル混信地域の調査・対策

・ 中継局開局後発生するデジタル混信の調査
・ デジタル混信発生地域の対策計画策定
・ 関係者との協力による具体的対策（ＢＳ等による暫定的難視対策を含む）

（H27までかけて地上系放送による対策を検討）

1,359地区 13,976世帯 141自治体

［H22/11末］

対策計画確定 9,419世帯 67.4%

ホワイトリスト確定 2,930世帯 21.0%

対策計画策定見込み等 1,627世帯 11.6%

対策完了４地区８１世帯１事業所対策計画公表・公示

［H22/11末］

旭川市西神楽、北見市留辺蘂町花園

幕別町途別、上士幌町郊外

［H23/7］

改修率60%
(206施設/344施設)

［H22/11末］

直接受信に切り替える施設等
を除き対応完了

［H23/3末］

・ 単独事業により改修する施設の進捗管理
・ 直接受信に切り替える施設の移行状況の把握

改修率７4%
(281施設/381施設)

［H22/11末］

・ ＮＨＫによる計画的改修

改修率71%
(4,280施設/6,002施設)

全施設
対応完了

［H22/12/15現在］

・ 直接受信可能エリア地区の周知（エリア対策）の継続
・ 未改修施設管理者への改修働きかけの継続
・ アナログテレビ放送のレターボックスを活用した告知スーパー、テレビ番組による周知

改修率76%
(4,574施設/6,007施設)

［H23/7］

受信障害共聴施設 改修率90%
(1,201施設/1,341施設)

改修率85%
(11施設/13施設)

全施設
対応完了

［H23/7］

・ 伝送路の広帯域化及び視聴者への対応の働きかけ

［H22/11末］

［H22/11末］

[その他の施設 =  庁舎、学校、公民館、病院、高齢者や障害者の入所する社会福祉施設等]

・ 1,017中継局（えりも局、庶野局、えりも沢町局は中継局ロードマップ非該当）

期限までに把握済み施設

の対応は完了の見込み

期限までに全て完了

の見込み

期限までに全て完了

の見込み

期限までに完了見込みであ

るが、推定部分を含むため

未対応を懸念

ﾃﾞｼﾞｻﾎﾟによる取組強化中

一部期限に間に合わず

H23.6月までに対応完了

の見込み

期限までに対応の

見込み

事故無く計画どおり

完了

期限までに把握済みの

地区・世帯の対応は完了

の見込み

エコポイント効果で

達成の見込み

丁寧な連絡方法の

体制を取り、有効な

申込み分はH23.７月

までに完了の見込み

改修率37%
[H22/3末]

改修率54%
[H22/3末]

改修率32%
[H22/3末]

改修率97%
[H22/3末]

受信障害共聴

改修率73%
[H22/3末]

(公共施設未集計）

改修率62%
[H22/3末]

627中継局置局

[H22/3末]

世帯普及率

83.6%
[H22/3末]

支援実施率

約60%
[H22/3末]

期限までに把握済みの

地区・世帯の対応は完了

の見込み


